
  

 
 

 

ＨＳＢＣプレミア規約 一部変更に関するお知らせ 

 

 
 ＨＳＢＣプレミアではＨＳＢＣプレミア規約を2010年12月17日より一部改訂いたします。改訂の趣

旨は下記のとおりです。お客様におかれましては、下記の変更事項をご一読のうえ、ご理解・ご同

意を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

●利用可能枠および個人信用情報機関の利用について 

本変更は割賦販売法の改正に伴い、「包括支払可能見込額」を超えない範囲で「リボ払い・分

割払い・ボーナス払い・2回払い利用によるご利用可能枠」を設定いたしたこと及び、指定信用

情報機関への加盟の義務付けにより当行が指定信用情報機関である「株式会社 シー・アイ・

シー」に加盟したことによるものです。 

条文は後記、ＨＳＢＣプレミア規約集 条文新旧対応表をご覧ください。 

 

以上 

 

なお本件について、ご不明な点がございましたら、担当のリレーションシップ・マネジャーまたはコ

ールセンター（0120-777-369、24時間365日）までお問い合せください。 

 

2010年12月13日 

HSBCプレミア 

 

HSBC プレミア規約集 条文新旧対照表 
●2010年12月17日変更分 （下線部分が変更箇所） 

条項 改訂前 改訂後 

第7章第20条 

（利用可能

枠、カードロー

ン利用可能

枠） 

第6項 

（新設） 

 

（第6項を追加） 

6.当行は、第1項に定めるクレジットカード利用

可能枠、第3項に定める分割払い・リボ払い利

用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括

支払可能見込額」を超えない範囲で、同法に

定める「包括信用購入あっせん」に該当するカ

ード取引（以下「割賦取引」といいます。）の利

用可能枠（以下「割賦取引利用可能枠」といい

ます。）を定める場合があります。会員は、2回

払い、ボーナス払い、分割払い（含むボーナス

併用分割払い）、リボルビング払い（含むボー

ナス併用リボルビング払い）およびその他の割

賦取引において、本会員および家族会員によ

るショッピング利用代金の未払債務の合計額

が、割賦取引利用可能枠を超えてはならない

ものとします。 
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条項 改訂前 改訂後 

第7章末尾2 

第1条 

（個人信用情

報機関） 

当行が加盟する個人信用情報機関の名

称､住所､電話番号等は､次のとおりです。 

① 株式会社日本信用情報機 

（JICC） （主に信販会社､メーカー系・流通

系・銀行系クレジットカード会社､金融機

関､消費者金融会社を加盟会員とする個

人信用情報機関です。会員資格､会員名

簿は下記ホームページをご覧 ください） 

http://www.jicc.co.jp TEL.0120-441-481 

②全国銀行個人信用情報センター（KSC）

（主に金融機関とその関係会社を加盟会

員とする個人信用情報 機関です） 〒 

100-8216 東京都千代田区丸の内 1-3-1 

http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.

html  

上記の個人信用情報機関と提携する個

人信用情報機関 （株）シー・アイ・シー 

http://www.cic.co.jp TEL.0120-810-414 

なお、上記のKSCとJICCは提携をしていま

す。 

        

当行が加盟する個人信用情報機関の名称、所

在地、問い合わせ電話番号は下記のとおりで

す。各機関の加盟資格、加盟企業名等の詳細

は、各機関のホームページをご覧ください。 

①株式会社 日本信用情報機構（JICC） 

 〒101-0046  東京都千代田区神田多町2-1

神田進興ビル 

 お問い合わせ先：0120-441-481   

URL：http：//www.jicc.co.jp 

② 全国銀行 個人信用情報センター（KSC） 

 〒100-8216  東京都千代田区丸の内1-3-1

 お問い合わせ先：03-3214-5020   

URL:http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/inde

x.html 

③株式会社 シー・アイ・シー(CIC) 

 〒160-8375  東京都新宿区西新宿1-23-7

新宿ファーストウエスト15階 

 お問い合わせ先：0120-810-414 

URL：http：//www.cic.co.jp 

 

なお、上記の株式会社シー・アイ・シー、全国

銀行信用情報センター、株式会社日本信用情

報機構は提携しております。 

 

第7章末尾2 

第2条 

（登録情報及

び登録期間） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（株式会社シー・アイ・シーに関する記載を下

記の内容で追加） 

  シー・アイ・シー 

①氏名、生年月日、性別、住

所、電話番号、勤務先等の

本人情報 

下記②～⑦の情報のい

ずれかが登録されてい

る期間 

②加盟個人信用情報機関を

利用した日および本契約に

かかる申込みの事実 

利用した日から 6 ヶ月

間 

③入会承認日、利用可能枠

等の本契約の内容および債

務の支払いを延滞した事

実、完済等のその返済状況 

契約期間中および契約

終了から 5 年以内 

④官報において公開されて

いる情報 
  

⑤登録情報に関する苦情を

受け、調査中である旨 
当該調査中の期間 

⑥本人確認資料の紛失、盗

難等の本人申告情報 
登録日から 1 年間 

⑦与信自粛申出、その他の

本人申告情報 
登録日から 5 年間 

 

 
 

HSBC 香港上海銀行 
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 
Incorporated in the Hong Kong SAR with limited liability 
香港上海銀行は、英国ロンドンに本部をおくHSBCグループの母体行です。 
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited is the founding member of the HSBC Group, headquartered in London, UK. 
 


